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第５章 環境に配慮する上での指針 
本市の「目指すべき環境像」を実現し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐためには、市が

第４章に示した環境施策を推進していくとともに、市民・滞在者・事業者及び市がそれぞれの

立場で公害を防止し、自然環境を保全していくことはもとより、自主的かつ積極的に環境への

負荷の低減を目指した取り組みが必要となります。 

このことから、市民・滞在者・事業者及び市の４者がそれぞれ環境に配慮する上での指針を

示します。 

なお、市民の環境配慮指針は、消費者としての市や事業者も配慮すべき事項であり、また、

事業者が環境に配慮する上での指針は、事業者としての市の活動についても適用されるもので

す。 

第第１１節節  共共通通のの環環境境配配慮慮指指針針  

環境問題を改善し、良好な環境を継承していくためには、４者がそれぞれ環境に配慮した取

り組みを進めることが大切です。以下は、４者に共通する環境に配慮する事項です。 

 

○ 自動車利用に伴う環境への負荷の低減のため、徒歩・自転車及び公共交通機関による移動

を心がけます。 

○ 家庭電気製品や照明機器のスイッチをこまめに操作します。冷房温度は28度以上に、暖房

温度は22度以下に設定します。 

○ アイドリングストップを実施し、自動車排出ガスの削減に努めます。 

○ ごみの分別収集や排出ルールを守るとともに、不法投棄やポイ捨てをしないようにします。 

○ 使い捨て型の消費生活を見直し、ごみの減量化や長期間使用できる製品の購入に努めます。 

○ 冷暖房の室外機や音響機器は、防音設備や機器の配置に十分配慮し、騒音で近隣の迷惑に

ならないよう努めます。 

  ○ 節水に心がけ、水の再利用に努めます。 

  ○ 環境美化活動に積極的に参加します。 

  ○ 環境問題に関心を持ち、環境学習会の開催や機会への参加に努めます。 

 

 

 

市内一斉河川清掃 
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第第２２節節  市市民民のの環環境境配配慮慮指指針針  

今日の環境問題を改善し、良好な環境を継承していくためには、市民一人ひとりが環境に配慮

した生活様式を確立し、行動することが大切です。市民の環境配慮指針は、市民が日常の生活行

動において環境に配慮する事項です。 
 

１ 「健康で潤いのある生活」を目指して 
○ 洗剤の適正使用など、家庭排水からの環境への負荷を減らすよう心がけます。 

○ 公共下水道や農業集落排水処理施設への加入や、汚水処理計画区域外では浄化槽の設置に

努めます。 

○ ペットの排泄物の適正処理に努めます。 

○ 町内の美化活動、ごみの持ち帰り、資源ごみの回収などの環境保全活動や環境学習に参加・

協力するとともに、身の回りからできる環境保全活動に取り組むよう心がけます。 

 

２ 「生物の多様性の確保」を目指して 
○ 河川や森林などの自然環境や野生動植物の保護・保全活動に努め、環境学習会に参加・協

力するなど、自然の理解を深めるよう心がけます。 

○ 河川や森林などにごみを捨てたり、野生動植物を傷つけたりしないように努めます。 

○ 生態系を保全するため、野生動植物の移入種の持ち込みをしないように努めます。 

 

３ 「自然景観、伝統文化の保全」を目指して 
○ 生け垣の設置や庭木の植栽など、家の周りの緑化に努めます。 

○ 建築物などの計画に当たっては、規模やデザインなどに配慮し、周辺景観との調和に努めます。 

○ 身近な歴史的・文化的遺産、野生動植物の生息・生育する水辺など、それぞれの地域が有

している環境の保全活動に参加・協力するよう努めます。 

 

４ 「循環型社会の構築」を目指して 
○ 使い捨て型の消費生活を見直し、買い物袋を持参するなどごみの減量に努力するとともに、

商品の購入に当たっては、グリーン商品・詰め替え可能品や長期間使用できる製品の購入

に努めます。 

○ 生ごみは、堆肥にするなど工夫し、排出量を減らすよう心がけます。 

○ 空き缶・空きびんなどの分別収集を徹底するほか、地域での資源の集団回収活動やフリー

マーケットなどに参加・協力するよう努めます。 

 

５ 「地球環境の保全」を目指して 
○ 低公害車や低燃費自動車の購入に努めるとともに、エコ整備の推進に努めます。 
○ 家庭電化製品の購入に当たっては、エネルギー効率の高い製品を選択するなど省エネルギ

ーの工夫に努めます。 
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第第３３節節  滞滞在在者者のの環環境境配配慮慮指指針針  

良好な環境を保全していくためには、観光客等滞在者の環境に配慮した行動も重要となります。

滞在者の環境配慮指針は、滞在者が遠野市に滞在中において環境に配慮する事項です。 

 

１ 「健康で潤いのある生活」を目指して 
○ ペットの排泄物の適正処理など環境美化に努めます。 

 

２ 「生物の多様性の確保」を目指して 
○ 河川や森林など自然環境や野生動植物の保護・保全に努めます。 

 

３ 「自然景観、伝統文化の保全」を目指して 
○ 歴史的・文化的遺産の保存に努めます。 

 

４ 「循環型社会の構築」を目指して 
○ ごみは、分別をして指定された場所に排出するよう努めます。 

 

５ 「地球環境の保全」を目指して 
○ 施設の使用にあたっては、節電や節水に努めます。 

道の駅“遠野風の丘” 
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第第４４節節  事事業業者者のの環環境境配配慮慮指指針針  

地球環境問題は、産業振興など経済活動を中心として発生しました。事業者は、事業活動が環境

へ負荷を与えていることを認識し、公害を防止し、積極的に環境保全に取り組むことが求められて

います。事業者の環境配慮指針は、事業者が日常の経済活動において環境に配慮する事項です。 
 

１ 「健康で潤いのある生活」を目指して 
○ 事業場などから発生する大気汚染・水質汚濁・悪臭などの公害について、定められた防止

対策を実施し、周辺環境への影響をより低減させるよう努めます。 

○ 廃棄物の分別の徹底を図るとともに、産業廃棄物については最終処分に至るまで、適正に

処理されたことを確認します。 

○ 事業場周辺のごみの散乱を防止し、環境美化に努めます。 

○ 有害な化学物質については、災害事故発生に備えた安全対策やその保管・使用などにおけ

る適正な管理を図るほか、排出削減に努めます。 

○ 除草剤や殺虫剤・化学肥料などの使用に当たっては、種類・使用方法などに留意し、適正

な使用と削減に努めます。 

○ 事業場施設の建設に当たっては、電波障害等の影響が生じないよう配慮します。 

○ 畜舎等は適正管理な管理を行い、水質汚濁や悪臭の防止に努めます。 

○ 河川工事に伴う土砂や濁水の流出防止に努めます。 

○ 低床バスを採用するなど利便性の向上を図り、利用者を公共交通へ誘導するよう努めます。 

 

２ 「生物の多様性の確保」を目指して 
○ 下草刈り・枝打ち・間伐など森林の適正な管理に努めます。 

○ 伐採後は複層林の造成や広葉樹の植林を進め、土砂の流出防止と生態系の再生に努めます。 

○ 農地の公共的機能を理解し、適正な管理に努めます。 

○ 除草剤や殺虫剤の使用に当たっては、生態系に配慮した適正な使用と削減に努めます。 

○ 事業場施設の建設に当たっては、自然の改変を最小限にとどめるよう努めます。 

○ 河川等における改修工事に当たっては、生態系への影響低減に努めます。 

 

３ 「自然景観、伝統文化の保全」を目指して 
○ 事業施設などの建設に当たっては、規模・デザイン・緑化などに配慮し、周辺景観との調

和を図ります。 

○ 町内の美化活動や歴史的・文化的遺産の保存・継承など、環境の保全活動への参加・協力

に努めます。 

○ 看板・広告塔の設置に当たっては、周辺景観と調和するように配慮します。 

○ 田園景観の保全のために、廃車及び廃農機具等を放置しないように努めます。 
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４ 「循環型社会の構築」を目指して 
○ 事業の推進にあたっては、省資源・省エネルギーを進め、環境への負荷の低減に努めます。 

○ 用紙類の再利用や両面コピーの徹底、空き缶・空きびんなどの分別の徹底を図るなど、ご

みの発生抑制・再利用に努めます。 

○ 調度品や消耗品などは、再生品・詰め替え可能な製品・再利用できる製品などの購入に努

めます。 

○ 宣伝用のチラシなどは、再生紙を利用するとともに、資源の節約に努めます。 

○ 製品の梱包材の材質は、再生品や再生利用の容易なものの採用に努めます。 

○ 原材料や部品の適正な管理、多頻度少量配送の見直し、効率的発注・発送システムの構築

を図るなど、輸送効率を高めるように配慮します。 

○ 建設資材は、再利用が可能なものや再生品の使用に努めます。 

○ 製品などの研究開発や設計の段階から、その製品が流通・消費・廃棄において人や環境に

与える影響を事前に検討評価し、環境への負荷の低減に努めます。 

○ 商品の簡易包装に努めるとともに、買い物袋の持参などを呼びかけ、その仕組みづくりに

努めます。 

○ 再資源化のため、空きびんや空き缶・紙パック・トレイなどの店頭回収に努めるとともに、

製造業者との連携による資源回収の仕組みづくりに努めます。 

 

５ 「地球環境の保全」を目指して 
○ ハイブリッド車などの低公害車や低燃費自動車の導入に努めるとともに、適正な管理を行

い窒素酸化物などの排出抑制に努めます。 

○ 新エネルギーの利用に努めるとともに、環境負荷の少ないエネルギー源の採用に努めます。 

○ 施設内の製造機械・空調機・オフィス機器・照明機具などについては、省資源・エネルギ

ー効率などを考慮した設備の導入・更新に努めます。 

○ 自らの事業活動の環境に与える影響や環境との関わりについて、理解と認識を深めるため、

環境教育や研修の実施に努めます。 

○ 環境問題に対し、組織的かつ計画的な取り組みを進めるため、環境マネジメントシステム

や環境活動評価プログラムの導入など体制の整備に努めます。 

○ 市・民間団体などが行う環境保全活動や環境学習などに、従業員の参加を進め、環境保全

活動への協力に努めます。 

○ 環境に関わる情報は、市・市民・民間団体などへの提供に努めます。 
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第第５５節節  市市のの環環境境配配慮慮指指針針及及びび率率先先行行動動  

市は、本計画に基づく環境の保全と創造に関する施策を積極的に推進するとともに、市民・滞

在者及び事業者の環境保全活動を促進するために適切な措置を講じ、側面から支援する必要があ

ります。市は、環境に配慮した行動を率先して実行するとともに、公共事業についても環境に配

慮した取り組みを導入していきます。 

 

１ 「健康で潤いのある生活」を目指して 
○ 公共下水道・農業集落排水処理施設の整備や浄化槽の普及に努めます。 

○ 河川への油流出事故などの未然防止を啓発します。 

○ 協定などにより事業者に公害防止を指導します。 

○ 市街地の水路に水が流れるよう努めます。 

○ 水道水質の保全のため、取水源の環境整備に努めます。 

  ○ 事業場などの悪臭・騒音・振動等の発生防止を指導します。 

  ○ 廃棄物の適正な処理を指導します。 

  ○ 各種団体による自主的な環境美化活動を支援します。 

  ○ 適正な野外焼却を指導します。 

  ○ 健康への影響が懸念される化学物質の情報収集と、その提供に努めます。 

  ○ 歩行者空間の段差の解消や障害物の除去に努めます。 

 

大工町通り 




